
 

建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 の 同 意 に 関 す る  

取 扱 い 基 準  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以  

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 に か か る 包 括 同  

意 に つ い て ， そ の 取 扱 い を 定 め る も の と す る 。  

（ 包 括 同 意 対 象 ）         

第 ２ 条  包 括 同 意 と は ， 建 築 基 準 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ５ 年 建 設 省 令  

第 ４ ０ 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 １ ０ 条 の ３ 第 ４ 項 第 １ 号 か ら  

第 ３ 号 ま で の 基 準 に 該 当 す る も の の う ち ， 別 表 （ ２ ） 包 括 同 意 基  

準 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の を い う 。   

（ 建 築 審 査 会 事 務 局 幹 事 の 専 決 ）       

第 ３ 条  包 括 同 意 に 該 当 す る も の に つ い て は ， 建 築 審 査 会 事 務 局 幹  

事 が 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 の 同 意 の 専 決 を す る こ と が で  

き る 。    

（ 建 築 審 査 会 へ の 報 告 ）        

第 ４ 条  建 築 審 査 会 事 務 局 幹 事 は ， 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可  

の 同 意 を 専 決 し た 場 合 は ， 次 期 開 催 の 建 築 審 査 会 に お い て ， そ の  

案 件 ご と に ， 別 紙 様 式 に よ り 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 １ １ 年 ５ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。    

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


